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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 ９月定例会開会にあたりまして、ご出席の皆様とご一緒に町民憲章の朗読を行い

たいと思いますので、恐れ入ります、ご起立をお願いいたします。 

 私が一つと申し上げますので、その後に本文の朗読、ご唱和をよろしくお願いい

たします。 

 町民憲章 

 一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、伝統と文化を守り育てる筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 ご協力ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

 議  長  改めましておはようございます。 

 開会に先立ちお知らせをいたします。 

 現在、夏の軽装期間中でございますので、上着を脱いでいただいても構いません。 

 よろしくお願いいたします。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和６年第３回筑前町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、 

 ８番 山本一洋議員及び９番 石丸時次郎議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日９月２日から１３日までの１２日間としたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から１３日までの１２日間と決定をいたし

ました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

 本日は、令和６年第３回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 台風１０号、台風の規模と進路予測から、平成３年の台風１７号、１９号等を想

定しながら準備を進めてまいりました。避難所開設につきましても、ランチルーム

の一部も準備したところでございます。幸いにして本町は、農作物の一部被害は出
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たものの、人命、家屋等の被害には至らなかったことをせめてものだと思っており

ます。準備したことは空振りではなく、素振りであったと考えております。 

 さて、本年度は、国が人口減少社会への危機感から施策を推進してきた地方創生

事業検証の年でございます。結論として、東京への一極集中、人口減少の流れは歯

止めがかからず、全国の９割以上の自治体が人口減少対策を講じながらもその成果

が出ず苦慮しております。 

 本町は合併以降、住民と町との創意工夫の下、合併債、地方創生事業の積極活用

や上下水道、国・県道路等の整備を促進し、相伴ってスーパー、ドラッグセンター、

クリニック等の民間事業所が進出し、結果として合併１０年間の人口動向は微減か

ら現状維持へ、その後の１０年間は微増に転じました。 

 当時、国のシンクタンク、国立社会保障・人口問題研究所が予測した本町の２０

２４年の人口推計は２万７,４６１人でした。しかしながら、実際の筑前町人口は３

万４９２人と予測を３,０３１人と大きく上回りました。また、人口問題の主要指標

である合計特殊出生率も筑前町は合併時から０.５ポイント上昇し、これは国の下降

傾向にある１.２６ポイントよりも０.５ポイント上回っております。これは地方創

生の成功事例として評価されるものであります。 

 私もこの要因を町長として、町として２０年間の施策と町の動きを分析している

ところでございます。今回、審査していただく令和５年度の決算内容にもその一因

が表れていると思うところであり、確認されることを期待するものでございます。 

 それでは、本日提案します議案等１８件の提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第４号、株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里の経営状況につ

きましては、当該法人より経営状況を説明する書類の提出があり、これを承認した

ので、地方自治法の規定により報告するものです。 

 報告第５号、令和５年度筑前町財政健全化判断比率につきましては、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律の規定により、当該健全化判断比率を議会に報告す

るものです。 

 報告第６号、令和５年度筑前町公営企業の資金不足比率につきましても、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、当該資金不足比率を議会に報告

するものです。 

 承認第５号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、７月２２日付で専決処分した令和６年度筑前町一

般会計補正予算（第２号）について報告し、承認を求めるものです。一般会計補正

予算（第２号）は、補正額１億９,０９５万円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額

をそれぞれ１５３億７,５７１万７,０００円としています。 

 議案第４６号、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議につ

きましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律、附則第１条第２号に掲げる規定の施行期日が令和

６年１２月２日と定められたことに伴い、当該規約の一部を変更する必要があるた

め、地方自治法第２９１条の１１の規定により町議会の議決を求めるものです。 

 議案第４７号、筑前町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、国民健康保険法が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正する必要が

生じたため、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第４８号、筑前町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定につきましては、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、当該条例の

一部を改正する必要が生じたため、町議会の議決を求めるものです。 



3 

 

 議案第４９号、筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきましては、子ども・子育て

支援法施行規則及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、当該条例の一部を

改正する必要が生じたため、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第５０号、令和６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）につきましては、

補正額５億５,２７２万１,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞ

れ１５９億２,８４３万８,０００円とするものです。増額補正する主なものは、た

め池浚渫工事を実施するための農村環境整備事業１億８,０１８万４,０００円、法

改正に伴い対象者が拡大した児童手当支給のための児童手当支給事務９,７１９万

７,０００円などを追加するものです。 

 議案第５１号、令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,７９８万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億６,４４７万９,０００円とするもの

です。 

 議案第５２号、令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６４万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億４,６９８万８,０００円とするも

のです。 

 認定第１号から認定第７号につきましては、筑前町の一般会計と四つの特別会計

及び二つの公営企業会計の合計七つの会計の令和５年度決算の認定についてであり

ます。いずれの会計につきましても、事業目的達成のため最少の経費で最大の効果

を上げるべく鋭意努力したところでございますが、その内容につきましては先般よ

り監査委員による決算審査を受け、その結果は別添の決算審査意見書のとおりであ

り、後ほど審査意見が述べられることと思います。 

 また、内容等の審議につきましては、例年どおり決算審査特別委員会において付

託審議がされることと思いますので、そのときによろしくお願い申し上げます。 

 以上が本日提案します議案等の説明理由です。慎重にご審議をいただき、ご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきまして

もよろしくお願いいたします。 

 以上、開会にあたりましての挨拶と議案等の提案理由の説明とさせていただきま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 報告第４号「株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里の経

営状況について」を議題とします。 

 報告を求めます。 

 農林商工課長 

農林商工課長  議案書、タブレットの４ページをお願いします。 

 報告第４号「株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里の経営状況につ

いて」 

 株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里から経営状況を説明する書類

の提出があり、これを承認したので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によ

り別冊のとおり提出する。 
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 本日付、町長名です。 

 それでは、タブレットに別添資料を三つ掲載しておりますが、そのうち報告第４

号関係添付１とタイトルのついた第１６期決算報告書をお開きください。 

 第１６期決算報告書は、表紙の左上に報告第４号関係（添付書類１）と記載され

たものになります。 

 なお、記載の金額につきましては、全て税抜金額で記載されていることを申し添

えます。 

 ３ページが貸借対照表になります。 

 まず、資産の部でございます。 

 流動資産は１億９,５４５万１,９３５円です。内訳は、以下に記載されている現

金及び預金から未収入金までとなっております。 

 次に、固定資産の合計は２,５９２万１,１４７円です。内訳として、有形固定資

産２,３９８万８,１５０円、無形固定資産１６１万３,０８４円、投資その他の資産

３１万９,９１３円でございます。 

 以上、資産の部合計として２億２,１３７万３,０８２円です。 

 次に、負債の部でございます。 

 流動負債は５,９４８万１,２８３円で、内訳は、買掛金から未払消費税までです。

固定負債は３３万円となっております。 

 次に、純資産の部です。 

 株主資本は１億６,１５６万１,７９９円で、内訳としましては、資本金４,１００

万円と利益剰余金１億２,０５６万１,７９９円です。資本金につきましては、前期

からの額は変更はございません。 

 以上により、負債及び純資産の部の合計は２億２,１３７万３,０８２円となって

おります。 

 続きまして、４ページの損益計算書でございます。 

 純売上高合計３億３,２８４万７,２６１円でございます。そのうち直売所での売

り上げの受託販売手数料収入は８,９９２万３,５３５円でございます。 

 次に、売上原価合計１億９,５４１万４,９４３円は、商品仕入や当期製品製造原

価などの諸経費に期末棚卸高を合計したものでございます。 

 以上、純売上高から売上原価及び販売費及び一般管理費１億２,２４６万７,７２

９円などを差し引きいたしまして、営業利益１,４９６万４,５８９円となっており

ます。 

 次に、営業外収益の合計は２２８万３,９７７円です。主なものは取扱手数料収入、

補助金収入などです。 

 また、営業外費用は４万９,６００円です。 

 以上をトータルして、経常利益は１,７１９万８,９６６円となり、法人税等を差

し引き、当期純利益が１,２７８万７,３６６円の決算となっているところでござい

ます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

先ほど説明いたしました販売費及び一般管理費の内訳が記載されております。 

 次は６ページです。 

直営製造部門の製造原価報告書が記載されています。 

 次は７ページです。 

株主資本の資料になります。 

 ８ページをお願いします。 

監査意見書の添付がなされております。 



5 

 

 以上で、株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里の経営状況の報告を

終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 報告第５号「令和５年度筑前町財政健全化判断比率について」を議題

とします。 

 報告を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書５ページをお願いいたします。 

 報告第５号「令和５年度筑前町財政健全化判断比率について」 

 令和５年度筑前町財政健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 議案書６ページをお願いいたします。 

 健全化判断比率報告書です。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字でないことから比率はございません。 

 実質公債比率につきましては、公債費の標準財政規模に対する比率でございます。

令和５年度は１０.７％で、この比率は過去３年間の平均で算出されており、昨年同

様の数値となっております。 

 将来負担比率につきましては３１.１％となり、前年度より６.５ポイント改善し

ております。将来負担比率は、地方債など将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率でありますが、地方債残高が確実に減少していることにより改善

したものであります。 

 議案書７ページは、監査委員の審査意見書となっています。 

 以上で報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 報告第６号「令和５年度筑前町公営企業の資金不足比率について」を

議題とします。 

 報告を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書８ページをお開きください。 

 報告第６号「令和５年度筑前町公営企業の資金不足比率について」 

 令和５年度筑前町公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 本日付提出、町長名でございます。 
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 議案書９ページをお願いいたします。 

 資金不足比率報告書でございます。 

 水道事業会計、下水道事業会計、工業用地造成事業特別会計のいずれも資金不足

はなかったことを報告いたします。 

 議案書１０ページは、監査委員の審査意見書となっております。 

 以上で報告を終わります。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和６

年度筑前町一般会計補正予算（第２号））」についてを議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書１１ページをお開きください。 

 承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりでございます。 

 続きまして、議案書の１２ページをお願いいたします。 

 令和６年専決第５号、専決処分書。 

 令和６年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 令和６年７月２２日に専決処分したものです。 

 別冊の令和６年度一般会計補正予算（第２号）をお願いいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 令和６年度筑前町の一般会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,０９５万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５３億７,５７１万７,０００円とするもの

です。 

 今回の補正は、６月補正で予算計上した給付金・定額減税一体支援事業の実施に

あたり調整給付の対象者を算定したところ、想定よりも大幅に増加したことにより

事業費を増額補正するものです。 

 事項別明細書より歳出から説明いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ２款１項３３目新型コロナウイルス地方創生費１１節役務費、通信運搬費５５万

円の増、給付金振込手数料４０万円の増です。１８節負担金補助及び交付金、調整

給付金１億９,０００万円の増です。 

 歳出は以上となります。 

 次に、歳入です。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １６款２項２目総務費国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
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交付金１億９,０９５万円の増です。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和６

年度筑前町一般会計補正予算（第２号））」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第５号は承認することに決定をいたしました。 

日程第８～ 

日程第１４ 

 

 議  長  日程第８から日程第１４までを、会議規則第３５条の規定により一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第８ 議案第４６号から日程第１４ 議案第５２号までは議

案の説明のみ行いたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

 議案第４６号、健康課長 

 健康課長  それでは、議案書１３ページをお願いします。 

 議案第４６号「福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議につ

いて」 

 地方自治法第２９１条の３第１項の規定に基づき、福岡県後期高齢者医療広域連

合規約の一部を別紙のとおり変更する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 新旧対照表にて説明いたします。議案書１５ページをお願いします。 

 今回の改正内容は、被保険者証が令和６年１２月２日以降新規発行されなくなり、

マイナンバーカードと紐づけたマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに

伴い、広域連合規約の別表第１中の「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書

等」に改めるものです。 

 広域連合規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを

定め、議会の議決を必要とし、その後、県知事の許可を受けなければならないため、

今回議案として上程したものでございます。 

 なお、附則により、令和６年１２月２日から施行することと規定しております。 

 以上で説明を終わります。 
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 よろしくお願いします。 

 続けて、議案書１６ページをお願いします。 

 議案第４７号「筑前町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 新旧対照表にて説明いたします。議案書１７ページをお願いします。 

 当該条例の一部改正についても、先ほどの後期高齢者医療広域連合規約の一部改

正と同様に、被保険者証が令和６年１２月以降新規発行されなくなり、マイナ保険

証を基本とする仕組みに移行することに伴うものです。 

 現行条例においては被保険者証の返還を求められ、これに応じない場合は罰則規

定がありましたが、そもそもの被保険者証が発行されなくなりますので、その部分

の文言を削除したものです。 

 なお、附則により、令和６年１２月２日から施行することと規定しております。 

 続きまして、議案書１８ページをお願いします。 

 議案第４８号「筑前町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 新旧対照表にて説明いたします。議案書１９ページをお願いします。 

 新旧対照表の下線を引いてあるところをご確認いただきますと、施行令の項がず

れていることが確認できるかと思います。これは、児童扶養手当法施行令第２条の

４第５項が削除されたことに伴い、施行令の項ずれが起こったため、当該条例が引

用している施行令の引用箇所を、改正後の施行令に対応したものです。 

 なお、附則により、令和６年１１月１日から施行することと規定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  こども課長 

こども課長  それでは、議案書の２１ページをお願いします。 

 議案第４９号「筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 では、新旧対照表にて説明いたします。議案書２２ページをお願いいたします。 

 第２３条では、これまで、運営規程の概要、職員の勤務体制など、施設の重要事

項については書面掲示を行うよう規定していたものを、加えて、インターネットを

利用して公衆が閲覧できるようにするよう改正するものです。 

 また、５３条は文言の適正化に伴うもので、技術中立性を明らかにする観点から

媒体の種類を示さない形とするため、議案書２３ページ、第２号にて文言を「電磁

的記録媒体」に改めています。 

 なお、いずれの改正も上位法の改正に基づくもので、附則にて、公布の日から施

行し、令和６年４月１日から適用するものと規定しています。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  財政課長 
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 財政課長  議案書２４ページをお願いいたします。 

 議案第５０号「令和６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」 

 令和６年度筑前町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和６年度一般会計補正予算（第３号）をお願いいたします。 

 ３ページをお願いします。 

 令和６年度筑前町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億５,２７２万１,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５９億２,８４３万８,０００円

とするものです。 

 第２条、債務負担行為は「第２表 債務負担行為」による。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為につきましては、児童家庭相談システム導入事業（ゼロ債

務）、期間、令和７年度から令和１１年度まで、限度額１,６８２万４,０００円です。 

 問題のある児童家庭への相談内容などを管理するシステム導入経費で、今年度中

に公募プロポーザルなどの契約に向けた作業を行う必要があることから、今回ゼロ

債務での債務負担行為となります。 

 ３ページに戻りまして、第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正につきましては、上段の表、変更の河川・ため池浚渫事業債

は、峯古野ため池浚渫工事のため、緊急浚渫推進事業債を１億８,０１０万円借り入

れ、限度額を２億６０万円増額するものです。下段の表、変更の道路改良事業費は、

舗装補修費増額のため合併特例債を３,８００万円借り入れ、限度額を１億４,６２

０万円に増額するものです。 

 それでは、事項別明細書により歳出から説明いたします。 

 なお、２２節の過年度補助金等返還金につきましては、説明を省略させていただ

きます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費４７万５,０００円は、人事異動に伴う児童手当の増。 

 ２目文書広報費６６万円の増は、年々増加している条例規則等の点検審査業務の

一部を委託するものです。 

 ２２目企画費の２０７万４,０００円の増は、人事異動によるものです。 

 ２３目平和記念館費１０節需用費３００万円の増は、記念館グッズ購入費です。 

１４節工事請負費３５７万７,０００円の増は、戦跡保存整備事業の工事単価内容

変更に伴う工事費の増です。２１節補償補填及び賠償金４４万９,０００円の増は、

電柱移転補償費です。 

 ２７目行政情報処理費４２０万１,０００円の増は、３８６号線の道路拡幅工事等

に伴うケーブル移設工事費です。 

 ３０目交通安全対策費１,０００万円の増は、区画線等の路面標示の追加更新で

す。 

 ３３目新型コロナウイルス地方創生費４,３５０万円の増は、給付金・定額減税一

体支援事業において、本年度新たに住民税非課税または均等割のみとなる世帯が想

定よりも大幅に増加したことによる給付金の増です。 

 ３款１項１目社会福祉総務費５１８万６,０００円の減は、国保特別会計において

デジタル田園都市国家構想交付金などの歳入増に伴う繰出金の減額です。 

 １６ページをお願いいたします。 
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 ８目ひとり親家庭等医療対策費は、実績により補助金追加交付になったことによ

る財源振替です。 

 ９目めくばり館費２４万８,０００円の増は、めくばり館温泉設備の修繕料です。 

 ３款２項１目児童福祉総務費委託料３１８万１,０００円の増は、中牟田小第３学

童の開所延長に伴うものです。 

 ２目児童措置費１０節需用費６万５,０００円の増、１１節役務費１０２万７,０

００円の増、１９節扶助費９,６１０万５,０００円の増は、児童手当給付金で法改

正により給付条件の変更による児童手当増額に伴う事務費、扶助費の増額です。 

１２節委託料３５万８,０００円の増は、こども課の住所移転に伴う収納管理シス

テムの改修費です。１８節負担金補助及び交付金の９６万３,０００円の増は、補助

基準変更に伴う特別保育事業補助金です。保育所等給食費支援金９０２万４,０００

円の増は、特定教育保育施設等給付事務のうち物価高騰対策によるものです。 

 ４目子ども医療対策費、実績報告により補助金追加交付になったことによる財源

振替です。 

 １７ページをお願いいたします。 

 ４款１項３目予防費１２節委託料８,４４３万１,０００円の増は、６５歳以上の

新型コロナワクチン接種委託料です。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費の財源振替は、使用済み紙おむつのリサイクル実証

実験の取り組みが自治体支援事業の対象団体として選定されたことによるもので

す。 

 ５款１項３目農業振興費２７５万円の増は、スマート農業ＲＴＫ基地局整備によ

るものです。 

 ５目農地費２１８万７,０００円の増は、両筑平野用水県営二期事業負担金で調査

設計費が必要になり、関係市町村の負担割合で増額補正するものです。 

 ６目農業土木費１億８,０１８万４,０００円の増は、峯古野の浚渫工事の増額で

す。 

 ７款２項１目道路橋梁総務費４,０００万円の増額は、丸町朝日線ほか２１路線の

舗装補修費の増額です。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ７款４項２目の公園費は、交付税措置のない一般事業債から基金に財源を振り替

えるものです。 

 ７款５項１目住宅管理費４７６万８,０００円の増は、町営住宅マクリ団地の解体

費用によるものです。財源は全額町営住宅使用料を充当し、公債費充当分から振り

替えます。 

 ９款２項１目学校管理費９１４万１,０００円の増は、三並小学校体育館ステージ

屋上防水改修工事及び給食調理室食器洗浄機設置によるものです。 

 ９款３項１目学校管理費９９万円の増は、中牟田小学校渡り廊下の改修工事によ

るものです。 

 ９款４項１目学校管理費は、交付税措置のない一般事業債から基金に財源を振り

替えるものです。 

 ９款５項１目学校管理費は、１４節工事請負費５６６万６,０００円の増は、三輪

小学校体育館トイレの洋式化とカスタマーハラスメント対策として録音機能付電話

設置工事によるもの、１７節備品購入費７９２万円の増は、給食調理室の真空冷却

機が故障しているための更新費用です。 

 １９ページをお願いいたします。 

 ９款７項１目学校管理費は、交付税措置のない一般事業債から基金に財源を振り
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替えるものです。 

 ９款９項１目文化財保護総務費は、交付税措置のない一般事業債から一般財源に

振り替えるものです。 

 １０款１項２目現年発生林道災害復旧費２３０万円の増、続いて１０款２項１目

現年発生道路橋梁災害復旧費２１０万円の増、及び２目現年発生河川災害復旧費１

３０万円の増額については、７月１４日、１５日の大雨による復旧工事で、補助対

象外かつ起債もできない内容となっております。 

 次に、歳入についてご説明いたします。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １款１項１目個人１億２,７８６万円の減額は、定額減税に伴う減額です。 

 １１款１項１目地方特例交付金１億３,５１２万７,０００円の増は、交付決定に

よる増額で、主に定額減税減収補填金によるものです。 

 １２款１項１目地方交付税１億４,８２６万７,０００円の増は、交付決定による

増額で、主に基準財政収入額における個人住民税所得割について定額減税に伴う減

収分が大きかったことによるものです。 

 １６款１項３目民生費国庫補助金１億１８１万２,０００円の増額は、法改正によ

る児童手当負担金です。 

 １６款２項２目総務費国庫補助金４,３５０万円の増は、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の増によるものです。 

 ３目民生費国庫補助金１,６９５万円の増は、制度変更により、子ども・子育て支

援交付金１,９８０万６,０００円の増、母子家庭等対策総合支援事業補助金３万５,

０００円の増、児童虐待防止対策支援事業補助金４９８万３,０００円の減、子ども・

子育て支援事業費補助金２０９万２,０００円の増となります。 

 １７款１項３目民生費県負担金２８５万４,０００円の減は、児童手当の法改正に

伴う負担割合の変更によるものです。 

 １３ページをお願いいたします。 

 １７款２項３目民生費県補助金１節社会福祉費補助金３６万円の増は、実績に基

づくひとり親家庭等医療費過年度精算金です。２節児童福祉費補助金２７３万３,０

００円の増は、実績に基づく子ども医療費過年度精算金１７１万７,０００円の増と

今回、国庫支出金に振り替えた子ども・子育て支援交付金３４９万６,０００円の減、

物価高騰対策として県２分の１補助金である保育所等給食支援費補助金４５１万

２,０００円の増によるものです。 

 ２０款２項１目基金繰入金１億２,１３１万８,０００円の減は、１節財政調整基

金繰入金１億８,２５１万４,０００円の減は財政調整によるものです。４節公共施

設等整備基金繰入金４,４４２万円の増は、学校施設改修給食設備設置更新の繰り入

れ、６節農業振興基金繰入金２７５万円の増は、スマート農業ＲＴＫ基地局整備へ

繰り入れるものです。８節多目的運動広場整備等基金繰入金１,０００万円の増は、

当初予算で計上していた多目的運動公園ぽぽろの東屋設置のために繰り入れるもの

で、交付税措置のない一般事業債からの財源振替です。１０節ふるさと応援基金繰

入金４０２万６,０００円の増は、戦跡保存事業のために繰り入れるものです。 

 ２１款１項１目繰越金９,６５３万６,０００円の増は、前年度繰越金の確定によ

るものです。 

 ２２款５項２目雑入６,９９６万８,０００円の増は、２節予防接種徴収金は新型

コロナワクチン接種者からの徴収金１,６５０万円の増。 

 ５目雑入広告料３６万４,０００円の増は、広告の有料広告枠の契約によるもの。

平和記念館グッズ売上３７０万円の増は、グッズ販売を見込むもの。電柱移転補償
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費１５５万６,０００円の増は、県からの電柱移転補償によるもの。ワクチン生産体

制等緊急整備基金助成金４,５６５万の増は、新型ワクチンの国からの支援によるも

のです。 

 １４ページをお願いいたします。 

 使用済み紙おむつの再生利用等に関する地方公共団体支援事業補助金２１９万

８,０００円の増は、補助金交付を受けることになったことによるものです。 

 ２３款１項町債の３目土木債から９目教育債については、歳出及び基金繰入金で

説明したとおりです。また、９目教育債の公共施設等適正管理推進事業債の３７０

万円の減額は、三箇山小学校校舎解体に交付税措置がないため一般財源に振り替え

たことによるものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  それでは、議案書２５ページをお願いします。 

 議案第５１号「令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 タブレットのほうで国保特別会計補正予算（第２号）をお願いします。 

 予算書の２ページです。 

 令和６年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,７９８万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億６,４４７万９,０００円とするものです。 

 事項別明細書で説明いたします。 

 予算書８ページをお願いします。 

 まず、歳出からご説明いたします。 

 ６款２項１目特定健康診査等事業費について、健診予約システムの構築が国のデ

ジタル田園都市国家構想交付金の内示等を受けたため、５１８万６,０００円を一般

会計繰入金から国庫支出金に財源を振り替えたものです。 

 ９款１項６目保険給付費等交付金償還金については、令和５年度事業実績が確定

したことに伴い、交付金の過大交付分２,７９８万円を返還する予算を計上したもの

です。 

 次に、予算書７ページをお願いします。 

 歳入の説明を行います。 

 ５款２項４目デジタル田園都市国家構想交付金４３３万２,０００円は、健診予約

システム構築に伴う国庫支出金です。また、１２款諸収入の８５万４,０００円は、

過年度分特定健康診査・保健指導負担金の収入に伴い、これを合わせた額と同額の

５１８万６,０００円を１０款１項１目の一般会計繰入金を減額したものです。 

 次に、１０款２項１目繰入金の国民健康保険事業運営基金から１,５１０万２,０

００円を繰り入れ、１１款１項１目繰越金１,２８７万８,０００円は５年度決算剰

余金を繰り越し措置し、歳入歳出補正予算額として２,７９８万円を追加するもので

す。 

 続きまして、議案第５２号のほうに移らせていただきます。 

 議案書２６ページをお願いします。 
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 議案第５２号「令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて」 

 令和６年度筑前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 タブレットの後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をお願いします。 

 こちらも２ページをお願いします。 

 令和６年度筑前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６４万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億４,６９８万８,０００円とするもので

す。 

 事項別明細書で説明いたします。 

 予算書７ページをお願いします。 

 歳入の６款繰越金１６４万６,０００円は、５年度決算剰余金を繰り越し措置した

ものです。 

 次に、歳出について、８ページをお願いします。 

 ４款１項１目予備費に１６４万６,０００円を増額補正するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第１５～ 

日程第２１ 

 

 議  長  日程第１５から日程第２１までを、会議規則第３５条の規定により一括議題とし

ます。 

 お諮りします。 

 一括議題とした日程第１５ 認定第１号から日程第２１ 認定第７号までは、全

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、全員をもって構成する決算審査特別委員会に付託して審査すること

に決定をいたしました。 

 ここで、決算審査特別委員会委員長及び副委員長の選任をお願いをいたします。 

 ８番 山本一洋議員 

山本一洋議員  決算審査特別委員会委員長に寺原裕明副議長を、そして、副委員長に柳雅明総務

建設常任委員会委員長を推薦いたします。 

 議  長  ただいま、８番 山本一洋議員から発言がありましたように、委員長に寺原裕明

副議長、副委員長に柳雅明総務建設常任委員会委員長ということでございます。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、寺原裕明副議長、決算審査特別委員会委員長就任のご挨拶を演壇にて

お願いをいたします。 

 寺原議員 
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 寺原議員  ただいま令和５年度決算審査特別委員会が設置され、私が委員長に指名されまし

た。 

 議員各位もご承知のとおり、少子高齢化の進行、原油価格をはじめとする諸物価

の高騰、自然災害の多発等の影響は本町も例外ではなく、町の財政環境は決して楽

観できない状況にあります。 

 それだけに、決算審査にあたる議員各位も大変なご苦労があろうかと存じますが、

地方自治法で規定されておりますように、 

 一つ、最少の経費で最大の効果を上げるように予算執行がなされたかどうか。 

 一つ、議会における予算審議の趣旨が十分生かされたか。 

 一つ、予算の執行は適切な時期に、しかも住民本位になされたかどうかなど、着

眼すべき点は多々あろうかと存じます。 

 委員会の審査期間には制約もありますので、最少の日数で最大の効果を上げるこ

とを念頭に置いて審査されますよう、議員各位のご理解とご協力をお願いいたしま

して、委員長就任のご挨拶といたします。 

 議  長  決算審査特別委員会委員長の就任の挨拶が終わりました。 

 散  会  

 議  長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（１１：０１） 

 


